
 
 

 

資    料 



主要国における旅客数や航空料金に応じた税等の概要 （未定稿） 

 

（備考）邦貨換算レート：1 ドル＝92 円、1 ポンド＝134 円、1 ユーロ＝115 円、100 ウォン＝7.83 円（基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：平成 22 年（2010 年）5 月中における実勢相
場の平均値）。なお、計数は四捨五入している。 

（注）イギリスの航空旅客税は、2010 年 6 月発表の緊急予算において、課税ベースを旅客 1 人当たりから 1 便当たりに変更することが提案されている。 

アメリカ イギリス ドイツ フランス 韓国 

航空乗客輸送税 
 

[導入年] 1962年 

[対象]国内便 

[徴収義務者]航空会社 

[納税義務者]チケット購入者 

[税率]航空運賃の7.5％ 

＋340円（3.7ﾄﾞﾙ）／人

[税収]7,583億円（2008年度） 

[税収の使途]航空特定財源 

民間航空税 
[導入年] 1987年 

[対象]フランス出発便（国内・国際）

[納税義務者]航空会社 

[税率] 

（国内便・EU 域内便）       

473 円／人  (4.11 ﾕｰﾛ/人) 

（EU 域外便） 

849 円／人  (7.38 ﾕｰﾛ/人) 

[税収]444億円（2009年） 

[税収の使途]航空特定財源 

（一部一般財源） 

国際離着陸税 
 

[導入年] 1997年 

[対象]アメリカ発着便（国際） 

[徴収義務者]航空会社 

[納税義務者]チケット購入者 

[税率]1,481円/人（16.1ﾄﾞﾙ/

人） 

[税収]2,128億円（2008年度） 

[税収の使途]航空特定財源 

航空旅客税 
 

[導入年] 1994年 

[対象]イギリス出発便（国内・国際）

[納税義務者]航空会社 

[税率]  

目的地ま 

での距離 

（マイル） 

エコノミ 

ークラス

（／人） 

その他の 

クラス 

（／人） 

0-2000 
1,474 円

(11 ﾎﾟﾝﾄﾞ)

2,948 円 

(22 ﾎﾟﾝﾄﾞ) 

2001 

-4000 

6,030 円

(45 ﾎﾟﾝﾄﾞ)

12,060 円 

(90 ﾎﾟﾝﾄﾞ) 

4001 

-6000 

6,700 円

(50 ﾎﾟﾝﾄﾞ)

13,400 円 

(100 ﾎﾟﾝﾄﾞ)

6001- 
7,370 円

(55 ﾎﾟﾝﾄﾞ)

14,740 円 

(110 ﾎﾟﾝﾄﾞ)

（注）

[税収]2,487億円（2009年度） 

[税収の使途]一般財源 

 

航空税 
 

[導入年] 2011 年より導入予定 

[対象]ドイツ出発便（国内・国際）

[納税義務者]航空会社 

[税率]  

目的地まで

の距離

（km） 

（／人） 

0-2500 
920 円 

(8 ﾕｰﾛ) 

2500－6000
2,875 円 

（25 ﾕｰﾛ） 

6000－ 
5,175 円 

（45 ﾕｰﾛ） 

 

[税収]1,150億円（見積り） 

[税収の使途]一般財源 

 

 

 

航空券連帯税 
[導入年] 2006年 

[対象]フランス出発便（国内・国際）

[納税義務者]航空会社 

[税率]  

 エコノミー

クラス 

（／人） 

その他の

クラス 

（／人） 

国内便・ 

EU 域内便

115 円 

(1 ﾕｰﾛ) 

1,150 円 

(10 ﾕｰﾛ)

EU 域外便
460 円 

(4 ﾕｰﾛ) 

4,600 円 

(40 ﾕｰﾛ)

[税収]199億円（2008年） 

[税収の使途]特定財源 

（UNITAID等へ拠出） 

国際貧困対策協力金 
 
[導入年] 2007年 

[対象]韓国出発便（国際） 

[賦課対象者] 

空港からの出国者 

[賦課額] 

78 円／人(1000 ｳｫﾝ/人) 

[協力金総額]12億円 

（2008年） 

[協力金の使途]特定財源 

（UNITAID等へ拠出） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2010 年 7 月現在） 
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国際線搭乗者

航空会社

韓国空港公社及び
仁川国際空港公社

韓国国際協力団
（KOICA）

・協力金運用
・協力金口座の管理

外交通商部

協力金運用審議委員会

・航空券購入時
1,000ウォン納付

・徴収額納入

・運用計画書及び
運用報告書提出

・審議、議決

協力金賦課・徴収の代行

・協力金運用
状況報告

・納入の要請

・協力金の納入及び
協力金の現況報告

（出典）外交通商部HP

韓国では韓国国際協力団法に基づき以下のような仕組みで国際貧困対策協力金を
徴収・運用している。

韓国における国際貧困対策協力金の仕組み（未定稿）

・協力金の管理、
運用の委託

・運用計画の総括

2



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空券連帯税の導入例（未定稿） 

 
名称   ：航空券連帯税 

導入年  ：2006 年 7 月 

税率   ：フランス出発便の旅客一人当たり下表の税率で課税 

     ※トランジットは対象外 

税収（2008）  ：173 百万ユーロ（199 億円） 

税収の使途  ：UNITAID 等へ拠出 
 

 
名称   ：国際貧困対策協力金 

導入年  ：2007 年 9 月 

賦課額  ：韓国出発国際便の旅客一人当たり 1,000 ウォン（78 円）  

※トランジットは対象外 

協力金総額（2008）：150 億ウォン（12 億円） 

協力金の使途 ：UNITAID への拠出及びアフリカの疾病対策事業への利用 

フランス 

韓国 

（注１）UNITAID は、主に発展途上国の人々に対する HIV・エイズ、結核、マラリア対策の医薬品供給を目的とした基金であり、フランスを中心にブラジル、チリ、ノルウェー、 

イギリスの 5 カ国によって 2006 年に設立された。 

（注２）邦貨換算レート：1 ユーロ＝115 円、100 ウォン＝7.83 円（基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：平成 22 年（2010 年）5 月中における実勢相場の平均値）。 

    なお、計数は四捨五入している。 

 国内・欧州圏内便 国際便 

エコノミークラス １ユーロ（115 円） 4 ユーロ（460 円） 

ファースト・ 

ビジネスクラス 

10 ユーロ 

（1,150 円） 

40 ユーロ 

（4,600 円） 

（2010 年 7 月現在） 
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